
2-34 

2-4-4 水質 

(1) 環境基準 

●天塩川水系における水質汚染に係る環境基準は、環境基本法に基づいて北海道の条例により、

AA～B 類型に指定されている。 
 

表 2-4-2 環境基準類型指定状況（昭和 47 年 4月 1日 北海道告示） 

水域の範囲 類型 達成期間 環境基準地点名 

天塩川上流、ペンケヌカナンプ川合流点から上流 

（ペンケヌカナンプ川を含む） 
ＡＡ イ 朝 日 橋

天塩川中流、ペンケヌカナンプ川合流点から士別取水

口まで 
Ａ イ 中 士 別 橋

天塩川下流、（１）名寄川の名寄取水口から上流 Ａ イ 真 勲 別 頭 首 工

（２）パンケナイ川の全域 Ａ イ 下 中 川 捕 獲 場

（３）剣渕川の犬牛別川合流点から上流 Ａ ロ １ ２ 線 橋

（４）士別取水口犬牛別川合流点及び名寄

取水口下流 
Ｂ ロ 中 川 ( 誉 平 )

注）達成期間の分類 

イ：類型指定後直ちに達成すること。 

ロ：類型指定後５年以内で可及的、速やかに達成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-4-11 環境基準地点及び類型指定位置図 
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(2) 主要地点の現状 

●環境基準地点においては、概ね環境基準値を満足している。 

●旧川の水質については、河川の環境基準値の B類型を満足していない状況となっている。 
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図 2-4-12 天塩川の各水質観測地点における BOD75%値の経年変化 
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3) 水質に関する法的規制 

水質の維持のために以下のような排水基準が定められている。 

 

排水基準 

排水基準は、特定施設(有害物質等を排出し、かつ政令で指定されている工場・事業所)から、公共用

水域に排出される排出水の汚染状態に対して、全国一律の排出基準が定められている。 

 

a) 有害物質に係る基準 

有 害 物 質 

の 種 類 

カドミウム及び 

そ の 化 合 物 
シアン化合物 

有機リン化合物 
パラチオン、メチルパラチ

オン、メチルジメトン及び

EPNに限る 

鉛 及 び

そ の 化 合 物

六 価 ク ロ ム 

化 合 物 

砒 素 及 び

そ の 化 合 物

許 容 限 度     0.1mg/ l  1mg/ l  1mg/ l  0.1mg/ l  0.5mg/ l  0.1mg/ l

有 害 物 質 

の 種 類 

水銀及びアルチ
ル水銀その他の
水 銀 化 合 物 

ア ル キ ル 水 銀

化 合 物
PCB 

ト リ ク ロ ロ

エ チ レ ン

テトラクロロ 

エ チ レ ン 
ジクロロメタン 

許 容 限 度    0.005mg/ l  検出されないこと 0.003mg/ l  0.3mg/ l  0.1mg/ l  0.2mg/ l

有 害 物 質 

の 種 類 
四塩化炭素 

1・2-ジクロロ 

エタン 

1・1-ジクロロ 

エチレン 

シス-1・2ジクロロ

エチレン 

1・1・1-トリク

ロロエタン 

1・1・2-トリクロロ

エタン 

許 容 限 度   0.02mg/ l  0.04mg/ l  0.2mg/ l  0.4mg/ l  3mg/ l  0.06mg/ l

有 害 物 質 

の 種 類 

1・3-ジクロロ 

プロペン 
チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン 

セレン及び 

その化合物 

許 容 限 度   0.02mg/ l  0.06mg/ l  0.03mg/ l  0.2mg/ l  0.1mg/ l  0.1mg/ l

備考 

1.「検出されないこと」とは、環境庁官が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限

界を下回ることをいう。 

2.砒素及びその化合物についての排出基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の1部を改正する政令

(昭和49年政令第363号)の施行の際限にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以

下同じ)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

 

b) 生活環境項目に係る基準 
項目 pH BOD COD SS 大腸菌群数 窒素含有量 燐含有量 

海域以外の

公共用水域
海域 日間平均 

許容限度 

5.8～8.6 5.0～9.0 

160mg/ l  

(日間平均 

120mg/ l ) 

160mg/ l  

(日間平均 

120mg/ l ) 

200mg/ l  

(日間平均 

150mg/ l ) 3,000個/cm3 

120mg/ l  

(日間平均

60) 

16mg/ l  

(日間平均8)

油分(n-ヘキサン抽出物質) 
項目 

鉱油類 動植物油脂類 

フェノー

ル類 
銅 亜鉛 

鉄 

(溶解性) 

マンガン 

(溶解性) 
クロム フッ素

許容限度 5mg/ l  30mg/ l  5mg/ l 3mg/ l 5mg/l l 10mg/ l 10mg/ l 2mg/ l 15mg/ l

備考 

1.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2.この表に掲げる排出基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用す

る。 

3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排出基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む)に属する工場又は

事業場に係る排出水については適用しない。 

4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量及び弗素含有量についての排出基準は、

水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際限にゆう出している温泉を利用す

る旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量に

ついての排出基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

6.窒素含有量についての排出基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境庁長官が定める湖

沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオンが含有量が1リットルにつき9,000ミ

リグラムを越えるものを含む。以下も同じ)として環境庁長官が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って

適用する。 

7.燐含有量についての排出基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境庁長官が定める湖沼、

海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境庁長官が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出

される排出水に限って適用する。 

出典：一級河川の水質 
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上乗せ排水基準 

排水基準は全公共用水域に一律に適用されるが、水質汚濁防止上不十分と認められる水域については

都道府県条例でよりきびしい基準を設けることができる。これがいわゆる上乗せ排水基準といわれてお

り、道内でも天塩川水系をはじめ河川に設定されている。 

 

北海道が条例で定める排水基準（上乗せ排水基準） 

1 有害物質に係る排水基準 

カドミウ

ム 

(mg/l) 

シアン 

(mg/l) 

 

有機燐 

(mg/l) 

 

六価クロ

ム 

(mg/l) 

砒素 

(mg/l) 

 

総水銀 

(mg/l) 

 

適用区域 

（設定年） 
対象業種 

許 容

限 度

許 容

限 度

許 容

限 度

許 容

限 度

許 容 

限 度 
許 容 

限 度 

適用期

間等 

(47)天塩川水域 非鉄金属鉱業 0.04 0.4      

 

2 生活環境項目に係る排水基準（一般項目） 

ＢＯＤ（mg/l） ＳＳ（mg/l） （設定年） 

適用区域 
対象業種 

許容限度 日間平均 許容限度 日間平均 

適用期間等

肉製品製造業 80 60 70 50  

乳製品製造業（1,000ｍ3

以上） 80 60 70 50  

パルプ製造業   120 100  

と畜業   70 50  

し尿処理施設（し尿浄化

槽以外のもの） 40 30 90 70  

し尿浄化槽（S46.9.23

以前に設置されたもの） 120 90    

し尿浄化槽（S46.9.24

からS47.9.30までの間

に設置されたもの） 
80 60   

 

し尿浄化槽（S47.10.1

以後に設置されたもの） 40 30 90 70  

下水道終末処理施設（活

性汚泥法又は標準散水

ろ床法等によるもの） 
 20  70 

 

(47) 

天塩川水域 

下水道終末処理施設（高

速散水ろ床法又はモデ

ィファイド・エアレーシ

ョン法等によるもの） 

 60  120 

 

出典：北海道庁ホームページより作成 
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2-4-5 流域連携 

 

●流域市町村、関係機関が一体となって天塩川を軸とした地域づくりを推進していくことが求められ

ている。 

●関係機関が連携し、情報交換を行いながら、天塩川の治水、利水、環境に関わる施策を総合的に推

進していく必要がある。 

 

図 2-4-13 天塩川流域交流ふれあいランド整備プロジェクトイメージ図 

 

河川清掃活動 

 

子供たちによる水生生物調査 

河川清掃活動
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2-4-6 環境における課題 

 

項  目 課   題 

動植物の生息・生育環境等 

・魚類の生息環境に適した瀬や淵、サケやサクラマスの産卵床の保全が必要であ

る。 

・下流部の汽水域に生息するシジミなど、生物の多様な生息・生育環境を保全す

ることが必要である。 

・上流域で産卵するサケ等の回遊性魚類を始めとする水生生物の遡上に配慮し、

頭首工等に魚道の設置等の対策を行う必要がある。 

・河道内には良好な自然環境を有する河畔林が連続的に存在し、治水上の支障を

見極めつつ可能な限りその保全を図ることが必要である。 

・流水の連続性を確保する必要がある。 

水辺の特殊な自然環境 

・テッシの保全とテッシ周辺部の多様な生態系に配慮した川づくりを考える必要

がある。 

・旧川の環境保全や復元が求められている。 

景観、親水性 

・住民から天塩川の良好な河川環境に調和した親水空間の整備が望まれている。

・豊かな自然景観を保全することが望まれている。 

・カヌーなどウォータースポーツに適した環境が望まれている。 

水質 
・天塩川の生態系の保全や良好な水環境の維持のために、水質を保全・改善する

ことが求められている。 

流域連携 
・流域市町村、関係機関が一体となって、天塩川を軸とした地域づくりを推進し

ていくことが求められている。 

 

 




